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協会員の認証機関において、新規認証された 認証工場をご紹介します。

認証を受けた者の
氏名又は名称及び住所

認証に係る農林物資の
種類又は
農林物資の取扱い等の
方法の区分

認証に係るほ場、工場若
しくは事業所の名称及
び所在地

認証
年月日

認証
番号

認証機関の
名 称 又 は 略
称

西垣林業株式会社
奈良県桜井市大字戒重

番地

接着たて継ぎ材
接着たて継ぎ材
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月 日
公財 日本
合板検査会

株式会社 くずまき工房
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刈第 地割 番地

集成材
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成材（大断面）（中断面）
（小断面）

株式会社 くずまき工房
集成材工場
岩手県岩手郡葛巻町葛
巻第 地割 番地

令和 年

月 日
公財 日本
合板検査会

佐藤工業株式会社
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丁目 番地

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 低ﾎﾙﾑｱﾙ
ﾃﾞﾋﾄﾞ

佐藤工業株式会社 工
場
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丁目 番地
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月 日
公財 日本
合板検査会

河合製巧株式会社
愛知県名古屋市昭和区
村雲町 番 号

合板
天然木化粧合板

河合製巧株式会社 小
牧工場
愛知県小牧市三ツ渕南
播州

令和 年

月 日
公財 日本
合板検査会

株式会社 永井半
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洋町西 丁目

集成材
低ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ構造用集
成材（大断面）
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月 日
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精米 登録認証機関
一般社団法人 日本精米検査認証協会 代表理事会長 飯野 輝明 氏

精米 提案団体
一般社団法人 日本精米工業会 常務理事 武田 法久 氏（文中、敬称略）

［聞き手 協会専務理事 島﨑 眞人］

日本人の主食である米は、農林水産省において

も最も重要な食品の一つです。 （令和 ）年

月に制定された「精米」の日本農林規格につい

て、 化の意義、今後目指していくことなどを

お伺いしました。

島﨑 一般社団法人日本精米工業会につい

てご紹介いただけますか。

武田 当会は （昭和 ）年に設立され、

今年で 周年を迎えます。精米工場の合理化

の促進を図り、それによって国民の食生活の向

上に寄与することを目的に掲げて設立しまし

た。ちょうどこの頃、従来の米屋とは異なる大

型精米工場が多く建設され、精米の品質管理や

技術の向上について検討する場が必要とされ

た背景があります。

島﨑 設立当時、会員はどのように集まった

のでしょうか。

武田 全国食糧事業協同組合連合会（現・全

国米穀販売事業共済協同組合の前身 という米

穀卸売業者が組織する全国組織があり、そこの

技術委員会が独立する形で日本精米工業会が

日本精米工業会の設立の背景

イン タ ビュ ー

早ければ 月に、初の認証事業者が誕生
～～精精米米 にに消消費費者者がが関関心心をを寄寄せせるるここととにに期期待待～～

▲ 日本精米検査認証協会 飯野代表理事会長（右）と日本精米工業会 武田常務理事（左）
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設立されました。技術委員会から独立すること

で、新しい技術等をもっと広く普及することを

目指したと聞いています。

島﨑：日本人は毎日お米を食べていますが、

意外と精米になるまでの工程を知りません。精

米の工程について教えていただけますか。

武田 まず、各産地から精米工場に原料玄米

を運び込みます。それらを機械に投入し、玄米

のまま異物を取り除く選別をします。選別には、

風や重さ、金網などを利用します。その後、精

米機で精米をします。街で見かけるコイン精米

機をご存じの方もいらっしゃると思いますが、

それとは全く規模が異なり、最大で 時間当た

り トンの精米が可能な精米機もあります。最

近は 時間当たり ～ トンの精米機が主流で

回くらいに分けて丁寧に少しずつ精米する

のが標準です。

島﨑 どうして 回に分けるのですか。

武田 回の工程で精米すると米にやさし

くない、つまり圧力による割れなどが生じるた

め、１～ 番機まである精米機を順次通過させ

て 工程を経ます。その後、割れや着色、変形

のある米を厳しく選別し、最終的には皆さんが

店頭で目にするような袋に詰めて出荷します。

近年、異物除去の選別技術は格段に上がって

きており、原料玄米の投入から製品の出荷まで

に、多いところだと 箇所くらいで異物選別

が行われます。精米工程を経ると、玄米 に

対して、精米 ～ くらいの出来高になりま

す。それ以上削りすぎると割れて食味が落ちる

こともあるので、精米オペレーターは米を見な

がら製造・品質管理しています。

飯野 精米工場を初めてご覧になった方は

その規模の大きさに驚くと思います。装置産業

という印象を受けると思いますよ。

島﨑 精米工場の精米機は、街中のコイン精

米機を単純に大型化したものではないのです

ね。

飯野 ワンボックスの中で処理するコイン

精米機とは違い、工程毎に必要な機械類が設置

されており、同時に工程毎に人がチェックして

近年、精米工程における異物除去の
選別技術が格段に向上

▲ 精米の工程（日本精米工業会 より）
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いますから、当然、出来上がる製品の品質は違

います。

島﨑 国内の米の需要はいかがでしょうか。

飯野 国内は毎年約 万トン減ってきてい

ます。

島﨑 人口減少が理由でしょうか。

飯野 それもありますし、お米の 人当たり

の消費量も減っています。 （昭和 ）年の

ピーク時には 人当たり年間 キロのお米

を消費していましたが、 （令和 ）年では

キロまで減少しました。これには食生活の

変化も影響しています。

島﨑 今後もこの傾向は続くのでしょうか。

飯野 何もしなければ、傾向は続くことが想

像されます。今後は、農業従事者の高齢化に伴

う作り手不足や供給不足が懸念されています。

食糧安全保障の観点からも、米の自給体制を維

持する必要があります。

武田 お米は日本人の主食ですから、消費す

る側は米の値段には敏感です。ご飯は茶碗一杯

約 円と、パンや麵などの他の食品に比べて

安価です。利益を上げにくい状況が続くと、生

産者も生産する意欲が減じることになるかと

思います。

飯野 消費する立場からすると、安価である

ことを望みますが、生産意欲につながる価格と

いうのは必要で、消費者と生産者の相互理解が

求められるかと思います。

島﨑 国を挙げて農産物の輸出拡大に向け

た動きがあります。精米の輸出状況はいかがで

すか。

武田 輸出は若干ですが、年々伸びています。

海外ではお米の食べ方が日本と異なります。炊

飯せず、蒸す、煮るなどして食べます。炊飯器

を持つ和食レストランや外食チェーン向けに

輸出が増えているのだと思いますが、現地の一

般家庭でどれだけ食べられているかは疑問で

す。また、品質は世界一だと言われる日本のお

米ですが、価格も現地の 倍くらいしますの

で、家庭に普及するには難しいところです。

飯野 農水省の商業用の米の玄米・精米別輸

出量の資料では、 （令和 ）年は 万 千

トンで年々伸びています。

島﨑 精米の品質規格としては、「米穀の品

質表示ガイドライン」等がありますが、 化

しようと考えたきっかけは何ですか。

武田 昔は食糧庁が精米の基準を定めてい

たのですが、 （平成 ）年に食糧庁が廃止

国内の米の需要と輸出状況

▲ 日本精米工業会 武田常務理事

精米 制定のねらいと
規格のポイント
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されたことに伴いこの基準がなくなったため、

同年、米穀公正取引推進協議会で「米穀の品質

表示ガイドライン」を定めました。それから

年が経過し技術が進歩したことで、ガイドライ

ンに定められた内容は今では最低限の基準と

なりました。そこで、今の技術に合った基準を

求めて を目指すことになりました。

島﨑 私たち 協会としても、主食のお米

に マークが付くことにとても期待してい

ます。ぜひ消費者の方に精米 を認識しても

らいたいと思うのですが、消費者へのアプロー

チについてどのようにお考えですか。

飯野 精米 を宣伝しても店頭に マ

ークの付いた商品がないというのでは意味が

ないので、まずは 認証事業者が増えること

が大切です。その後は、日本精米検査認証協会

としても積極的に していきたいと思います。

島﨑 その時が来ましたら、 協会も一緒

に精米 を広げる手立てを考えたいと思い

ます。精米 は、高位な基準であると伺って

います。本規格のポイントを

教えてください。

武田 水浸
すいしん

割粒
われりゅう

の規定が

ポイントです。水浸割粒とは、

水に浸したときに短径の

分の 以上の亀裂が生じた

粒のことであり、 では

分間水に浸して試験してい

ます。この水浸割粒の割合が

多いと炊飯した時にご飯が

べちゃつくなど、ご飯の品質

に直接の影響があるため、水

浸割粒が少ない方が良い精

米となります。各社で取引規

格に用いることはあったの

ですが、共通規格に入れたのは今回が初めての

ことです。

島﨑 いま店頭に並んでいる精米を検査す

ると、 で規定する水浸割粒の品質にどれく

らいが合格するのでしょうか。

武田 ほぼ合格すると思います。玄米の段階

で乾燥が悪かったり、米の保管状況が悪くて米

が乾燥したりした場合には起こりうることな

ので、確認のため基準に含めました。

島﨑 家庭用と業務用で品質の異なる食品

がありますが、精米はどうですか。

武田 精米にも外食向けや炊飯事業者用な

どの業務用はありますが、品質に関する統一の

基準はありません。顧客がコシヒカリなどの品

種を指定することなどはありますが、顧客ごと

に求める内容が異なります。精米の品質は原料

玄米に左右され、原料玄米の価格の高低に関わ

らず、同じ精米工程を経ています。

農林水産省 調査会（令和 年 月 日）資料より
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飯野 通常は、製品の品質を満たす原材料を

調達することになりますが、今回、精米 が

できたことで、将来的には米の産地には の

品質が確保できる原料玄米の生産が求められ

るようになるのではないかと思います。

また、従来、精米は産地や品種、価格で選ば

れてきたわけですが、精米 は産地や品種に

拘らず全てに共通する品質の基準であるため、

工場独自のブレンド米にも マークが付く

ことになります。ブレンド米というと、混ぜも

のといったネガティブなイメージを持たれが

ちですが、実際は品質を一年間安定化させるた

めにブレンドが行われています。産地品種の単

品、ブレンド米も、どんなお米も一定の物差し

で格付されますので、今後はブレンド米の見直

しにつながるのではないかと思います。

島﨑 認証の技術的基準を読むと、「最終製

品における検査によって格付を行う場合」と

「製造工程によって格付けを行う場合」の パ

ターンがあります。これはどう使い分けるイメ

ージでしょうか。

武田 最終製品における検査は、袋詰め後の

製品を抽出して検査をするものです。製造工程

における検査は、各工程で基準を設け検査を行

い、全工程で合格であれば、最終製品を合格と

する検査方法です。最終製品における検査をす

ると、当該製品を出荷できなくなるためロスが

発生します。それを避けるために、製造工程に

おける検査方法も規定しました。

島﨑 化について、業界関係者の反応は

いかがですか。

武田 期待していると思います。新しいこと

に取り組んで改善して行こう、より良い品質、

より良い工場を目指そうという意欲を持った

工場が 認証に向けて取り組んでいます。ま

た、そのような 認証工場が登場すること

で、それに続く工場が出てくると思います。

飯野 食品に求められる基本的な要素は、安

全と品質であると考えます。このため精米工業

会では、食品の安全を確保するための世界標準

である 手法を精米製造に採り入れた「精

米 」の認定を行うことで安全性を確保し、

もう一方の品質については、従来、業界基準が

ありましたが、信頼性と訴求力を高めるために、

公的な基準である 規格に取り組んだ経緯

があります。食品として、安全性と品質基準が

確保されたことで、精米にとって一定の地位が

確保された感があります。 が制定されたこ

とで消費者の認識が変わり、精米に関心が寄せ

られるようになると、工場は期待に応えるため

により高い品質を目指すようになると思いま

す。 が転換点になるのではないかと考えて

います。

島﨑 私たちも応援したいと思います。

精米に消費者の関心が寄せられるこ
とを期待

▲ 日本精米検査認証協会 飯野代表理事会長
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島﨑 現在の精米 の認証事業者数を教

えてください。また、これから認証取得をした

いという事業者からの相談等どのくらいあり

ますか。

▲ 協会 島﨑専務

武田 現在 工場から 認証の申請があ

り審査が行われています。早ければ今年の 月

に認証される予定です。また、その他の工場か

らも申請に関するお問い合わせや取り組みた

いといった連絡があります。

飯野 昨年は猛暑の影響でお米の作柄や品

質が芳しくありませんでした。そのことで

認証を取得しても製品に マークが貼付で

きないのではないかということから、申請を躊

躇した工場もあります。しかし、 認証を取

得するには厳しい工程管理と品質管理が求め

られることが、認証工場となることで、 マ

ークが付く製品だけでなく、全ての製品につい

て、取引先の信頼感は高まるはずですので、ぜ

ひ 認証工場になるように、お伝えしている

ところです。

現在、精米 認定工場が 工場あり、

精米工業会の会員の 割を超えています。精米

に取り組んでいる工場には にも取り

組んでいただき、安全と品質の 本の柱で工場

を支えていただきたいと思っています。

島﨑 長く 認証工場を続けているとこ

ろは、年に一度の認証機関の審査をとても積極

的にとらえていて、改善点があれば指摘しても

らおうという前向きな気持ちで活用されてい

ます。

武田 いいことですよね。認証を活用する本

来の姿だと思います。

飯野 モチベーションを保つため、外からの

評価がとても大切です。作ったものが評価され

ると、もっと良い商品を作ろうという気持ちに

なります。商品を使っていただく社会の方々に

評価してもらうことがとても大事なことです

し、 をいかに宣伝していくかが商品を使っ

ていただく機会に繋がると考えています。

島﨑 精米 の認証事業者が増えること

でどのようなことを期待しますか。

飯野 国内に精米 ができたことは、輸出

にも貢献できるのではないかと思います。精米

の品質に関する国家規格ができたことで、品質

基準が明確になったため、バイヤーが買いやす

くなると思います。今までであれば、日本の米

は品質がよいので、海外のバイヤーから細かい

要求はなかったようですが、 ができたこと

で 適合品かどうかを確認されるシーンも

出てくるのではないかと思います。

島﨑 精米の 制定から生まれる好循環

に期待が高まります。初めての認証工場が誕生

しましたら、ぜひ工場へお伺いし精米工程を目

にしたいと思いますし、情報誌の読者にもその

様子をご紹介したいと思います。

今日は貴重なお話をありがとうございまし

た。

より良い工程管理・品質を目指して
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昨今、集成材といえば、 格付率の高い木材製品として名が通っていると考えております（表
参照）。この紙面をお借りして私ども日本集成材工業協同組合の取組や集成材と との関わ

りについてご紹介いたします。

（1）組合の設立と JAS 

日本集成材工業協同組合（略称：日集協）（理

事長：中島浩一郎）は、 年に前身の日本集

成材工業会を設立し、 年には日集協に改

組して、昨年（ 年）、創立 周年を迎え

ました。

経緯を述べますと、高度経済成長期に遡りま

すが、粗悪品の流通等の問題もあったことから、

技術の向上が必要とのことで有志が集まって

日本集成材工業会が設立されました。そして、

日本木材加工技術協会、日本建築センター、日

本住宅・木材技術センターをはじめとする多く

の機関のご支援・ご協力、そして農林省（現農

林水産省）、林野庁、建設省（現国土交通省）

の御指導の下で、 年 月に化粧用集成材

の、そして 年 月には構造用集成材の「製

造基準」が作成され、更に同年 月には「集成

材の農林規格（ ）」が制定されました。

日集協になってからも、 改正、それを受

けた（適正）製造基準の改正が行われてきたと

ころですが、 年には、関係機関のご協力の

下で耐火性能の実験・研究を重ね、 に基づ

く大断面集成材を使用することにより、大規模

な木造建築を可能とするよう建設省に働きか

けて実現に結び付けるなど、集成材の利用推進

に積極的に取り組みました。また、 年代に

は鉄骨内蔵の集成材（耐火部材）の開発も行っ

ております。

（2）集成材需要の変遷 

いまでこそ、「集成材＝構造用集成材」とい

った図式で語られることが多くなっておりま

すが、我が国集成材業界は、化粧ばり構造集成

柱（和室の柱）、造作用集成材（通称：無垢の

造作用集成材）（階段、カウンターなど）、化

粧ばり造作用集成材（和室の長押（なげし）、

日日本本集集成成材材工工業業協協同同組組合合とと
集集成成材材需需要要のの変変遷遷等等  １

表 主な林産物の 格付率（推計）（令和 年度）

うち国内生産 うち国内生産 うち国内生産

一般製材 ー
２ｘ４材 ー

（林野庁調べ）

製材

集成材
合板

ＣＬＴ

区分 格付率（％）格付量（万㎥）国内流通量（万㎥）

日本集成材工業協同組合 専務理事 清水邦夫 

集集成成材材需需要要のの変変遷遷とと JJAASS ににつついいてて  
～～規規格格にに基基づづくく品品質質管管理理～～ 

おおどどろろ木木  桃桃ノノ木木  山山椒椒のの木木
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鴨居（かもい）等）がけん引役となって発展し

て参りました。

しかし、 年に発生した阪神淡路大震災

をきっかけに住宅部材の強度性能の明確化や

寸法精度が求められ、また、ライフスタイルの

洋風化に伴って和室が激減し、柱や梁が室内か

ら見える（「見えがかり」）の真壁（しんかべ）

工法から、壁や天井の中に入り見えなくなる

（「見えがくれ」）の大壁工法が主流となった

ため、こうした化粧性に優れた集成材の生産量

は減少に転じました。一方、プレカット工法（柱

と梁の接合部の加工を工場内の機械で行うも

の）の普及も手伝って、小断面集成材（主に柱

材）、中断面集成材（主に梁など横架材）の生

産量は飛躍的に増え続けて今日に至ります。

現在、正組合員は 社ですが、最盛期の平

成 年には 社でしたので、残念ながら

以下にまで減少したことになります。

* 「見えがかり」は、柱や梁などの一部が室内から見える状態。 
「現（あらわ）し」は、柱、梁などの構造材全体が室内から見える状態。 

（3）近年の出来事 

年前のコロナ禍の最中に、ウッドショック

が発生しました。組合員の製造している構造用

集成材の原料はその 割方を欧州などの海外

に依存しております。米国における低金利政策

による住宅着工の急増、 需要の増加、中国

におけるコンテナの滞留等により、欧州産ラミ

ナ（ひき板）が不足し始めました。これを受け

て、日集協では 年 月下旬、前例のない

プレスリリースを行い、製品価格の引き上げ等

をアナウンスしました。安定した供給は困難と

考えておりましたが、結果的には国産材（スギ）

を原料とするメーカーの増産もあり、日集協と

しては過去最高の生産量を記録いたしました

（表 ）。

しかし、 年 月現在、コロナ禍が収束

しても、住宅着工の低迷が続いており、厳しい

状況に置かれているところです。これは集成材

国内生産量

化化粧粧ばばりり
ななしし

化化粧粧ばばりり
あありり

合合計計
化化粧粧ばばりり

柱柱
小小断断面面 中中断断面面 大大断断面面 合合計計 構造用※ その他 計

未公表

※大中小断面の構造用集成材のみ。

年次
日集協組合員　生産量（千㎥） 国内生産量

造造作作用用生生産産量量  ((AA)) 構構造造用用生生産産量量  ((BB)) そそのの他他
集集成成材材

合合計計 日集協推計
(千㎥)

木材統計（農水省）

表 日集協組合員生産量と国の木材統計

（日集協ホームページ公表資料より）

▲ スギの管柱 ▲ オウシュウアカマツ（通称：レッドウッド）
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以外の木材業界も同様と考えられます。

（1）構造用集成材の製造について 

集成材 には、造作用集成材、化粧ばり造

作用集成材、化粧ばり構造集成柱及び構造用集

成材の 種類が規定されています。ここでは構

造用集成材の につき、製造過程と関連付け

てご説明いたします。

木材の強度や寸法安定性に影響を及ぼす含

水率については、製品段階で ％以下である

ことが集成材 （以下、単に「 」という。）

によって求められており、原材料であるラミナ

の段階では日本合板検査会が制定した「構造用

集成材の適正製造基準」において、 ～ ％の

範囲内とされております。我が国で生産してい

る構造用集成材は輸入ラミナを原料としてい

るものが 割ほどありますが、欧州産のラミナ

は、針葉樹の原木が現地で製材に加工され、更

に乾燥処理が施されてコンテナに入れられ、ス

エズ運河経由の海上輸送により、日本の集成材

工場に到着します。なお、工場内で乾燥が進み

過ぎないよう、ミスト（霧）を散布しているケ

ースもあります。

輸入されたラミナでも、国内でスギ等の丸太

から挽いたラミナでも、最初は粗削りの状態で

すが、軽くかんな掛けして、目視で欠点等がわ

かるようにしてから、グレーディングマシン

（等級区分機）に投入し、一枚一枚の強度（曲

げヤング係数＝たわみにくさの指標）を測定し

区分します。必要な強度性能を持つ構造用集成

材を製造するためには、どのような強度のラミ

ナをどのように組み合わせればよいか に

示されておりますので、グレーディングの際、

ラミナに、その強度に応じてスプレーで着色し

ておきます。

グレーディングマシン

では、高速でラミナが走

行し、強度に応じて区分

されていきますが、一旦

区分けされたものの中か

ら決められた数のサンプ

ルを抜き取り、手作業で

荷重をかけてたわみを測

定し、改めて強度（曲げヤング係数）を算出し、

に規定された基準を満たしているかどう

かチェックします。梁などの横架材の場合、上

側と下側のラミナに特に大きな力が加わりま

すので、この手作業による強度のチェックは、

一番の外側の層とその次の層に使用する強度

の強いラミナを対象にして行われます。

続いて、グレーディングの際に着けられた色

を基にして、ラミナを組合せていきます。その

後、それぞれの表面を削って接着剤を塗り、ラ

ミナを重ねて圧力をかけます。住宅用の柱や梁

には ～ 分程度で硬化する接着剤が使われ

ています。

接着が終了した集成材は出荷に向けて四面

を平滑になるように切削し、欠点等がないか確

認し、必要に応じ節穴等を樹脂で充填します。

また、完成した構造用集成材の接着性能を調

べるため、 に基づき、試験片を切り取り、

含水率の試験、接着層の接着力の試験、煮沸水

中に一定時間浸けた後、高温で乾燥させ、接着

層に剥離がどの程度発生するかを調べるため

の試験などを行います。

構構造造用用集集成成材材のの JJAASS ににつついい
てて  ２
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上記の説明では、フィンガージョイントを行

う場合の製造工程については割愛しましたが、

フィンガージョイントをした部分の強度を調

べる検査も に基づいて行います。

なお、工場では日頃の品質管理の取組を記録

し保存することも求められておりますし、登録

認証機関である日本合板検査会による格付検査

を受けることも必須です。工場内において、あ

るいは検査会に送って、ラミナ、あるいは製品

の検査を受けます。合格となれば、 ラベル

を貼り付けて出荷できることとなります。なお、

この格付検査は最長で 日間隔で行われます。

概要は以上のとおりですが、 のルールに

則り、基準を満たすように製造することは大変

なことだということが、おぼろげながらでもご

理解いただけたかと思われます。

（2）JAS の強度性能について 

住宅を含めた木造建築物の柱や梁に使用さ

れる構造用集成材の強度性能については、

において曲げヤング係数を表す と曲げ強度

（積層方向）を表す の組合せの等級区分

（例 ）が樹種を問わずに規定されて

おり、格付された製品に貼付される青色の

ラベルに表示されます。

建物の構造計算を行う場合は、設計者は国土

交通省の告示において、 の構造用集成材の

等級区分毎に示されている基準強度（圧縮強度、

引張り強度、曲げ強度）を参照します。 と

同様、樹種を問わず、一本化された形となって

おります。この点が樹種別に基準強度が規定さ

れている製材とは異なっています。（注：構造

用集成材も、せん断、めり込みの基準強度につ

いては樹種別に規定されています。）

必要な強度が決まれば、流通している、ある

いはメーカーで供給可能なものの中から選ん

でいただくことになります。実際は、樹種と強

度には密接な関係があり、強度が決まれば入手

可能な（あるいは必要な）樹種もほぼ自動的に

決まります。

構造用集成材は含水率の低さから寸法安定

性に優れ、強度性能も明確な構造材料として信

頼されています。この信頼を維持するためには、

認証工場の自助努力は勿論ですが、 制

度を司る関係機関のチェック機能が遺憾なく

発揮されていくことも不可欠と考えます。

一方では、人手不足で外国人材にも頼らざる

を得ない時代に入っておりますので、例えば、

基準を満たす製品を安定的に製造できると考

えられる工場については、格付検査の間隔を思

い切って伸ばすなどの合理化も必要となるの

ではないかと考えます。

また、組合員の半数は造作用集成材のメーカ

ーですが、 格付量も減少をたどっており、

どのように対処していくかも重要な課題とな

っております。

当組合では、 に限らず、集成材の利用拡

大のため、様々な情報を提供しておりますので、

是非一度、ホームページにお立ち寄りください。

集集成成材材のの課課題題ににつついいてて  

▲ 住宅建設現場： 青ラベルの貼付され
た構造用集成材が多用されている。
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協会の活動

第 回 食育推進全国大会（於：大阪市）に出展

協会は、会員の皆様のご協力を得て、「 マークをご存じですか？

暮らしにいかそう マーク」をテーマに食育推進全国大会に出展します。

この機会に様々な の普及啓発に努めてまいりたいと考えており、たくさ

んのお客様にお会いできることを楽しみに、お待ちしております。

大会名称 ワクワク 第 回食育推進全国大会

開催日時 月１日（土） 月 日（日）

会場 大阪南港 ホール （大阪市住之江区南港北 ）

大会テーマ いのち輝くミライ食育

大会の目的 食育に関する理解と関心を深め、食育の取組への積極的な参加を促すことを
目的として、令和６年に第 回食育推進全国大会を大阪府において開催し
ます。大阪・関西万博の前年であることから、本大会を「ワクワク
第 回食育推進全国大会」とし、万博をインパクトとした健康寿命の延伸、
万博開催機運の醸成、「食」で始める大阪の成長をめざします。

大会コンセプト 未来社会の実験場 大阪

主な内容
食育活動表彰

食育に関するステージイベント・ブース展示

大阪産農林水産物や大阪ゆかりの料理等の飲食・販売 等

来場対象 大阪府内外の一般の方や食育推進関係者など

来場者数 見込 約 人

主催 農林水産省、大阪府、大阪市、第 回食育推進全国大会大阪府実行委員会
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▲ 大会チラシ（農林水産省ウェブページより掲載）

12　JASと食品表示 ◆ 2024.5



農林水産省は、「第 回食育活動表彰」の農林水

産大臣賞及び消費・安全局長賞の受賞者を決定しま

したのでお知らせします。

なお、表彰式は 月 日（土）に「ワクワク

第 回食育推進全国大会」（大阪南港 ホ

ール）において開催されます。

農林水産省は、ボランティア活動、教育活動、農

林漁業、食品製造・販売等その他の事業活動を通じ

た食育関係者の取組を対象として、その功績を称え

るとともに、その取組の内容を広く国民に周知し、

食育を推進する優れた取組が全国に展開されていく

ことを目的として、「食育活動表彰」を実施してい

ます。

■ ボランティア部門

（ ）食生活改善推進員の部

【農林水産大臣賞】兵庫県いずみ会 兵庫県

【消費・安全局長賞】山梨県食生活改善推進員連絡協議会 山梨県 、九戸村食生活改善推進員協議会

岩手県 、大阪市食生活改善推進員協議会 大阪府

【審査委員特別賞】網走市食生活改善協議会 北海道

（ ）食育推進ボランティアの部

【農林水産大臣賞】キッズ☆サポーター 福井県

【消費・安全局長賞】萩市の食育を支える会 山口県 、宇治市健康づくり・食育アライアンス

京都府 、なめりかわ食育サポーターの会 富山県

１ 食育活動表彰の概要

２ 受賞者（敬称略）

「第８回食育活動表彰」受賞者の決定

（農林水産省ウェブページより掲載
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【審査委員特別賞】相愛大学発達栄養学科チーム「ロスノン」 大阪府 、高松市生活研究グループ

連絡協議会 香川県

■ 教育関係者・事業者部門

（ ）教育等関係者の部

【農林水産大臣賞】佐賀県立伊万里実業高等学校 フードプロジェクト部 佐賀県

【消費・安全局長賞】埼玉県春日部市立牛島小学校 埼玉県 、一般社団法人日本食育 カレッジ

東京都 、福岡県立戸畑高等学校 家庭クラブ 福岡県

【審査委員特別賞】岡山県立大学保健福祉学部子ども学科 岡山県

（ ）農林漁業者等の部

【農林水産大臣賞】サスティナ鶴岡 山形県

【消費・安全局長賞】西美濃農業協同組合 ふるさと隊 岐阜県 、鈴木芳昭 千葉県

【審査委員特別賞】 糸島青年部 福岡県

（ ）企業の部

【農林水産大臣賞】千葉ジェッツふなばし 千葉県

【消費・安全局長賞】株式会社松本山雅 長野県 、株式会社伊藤園 東京都 、株式会社ライフコーポ

レーション 東京都

日時：令和６年６月１日（土）１１時（開始予定）

「ワクワク 第１９回食育推進全国大会」開会式（第 回食育活動表彰 表彰式等）

会場：大阪南港 ホール（大阪市住之江区南港北 ）

食育活動表彰

第 回食育活動表彰 結果（受賞者の取組紹介動画及び取組内容を取りまとめた事例集を掲載しています。）

第 回食育推進全国大会

３ 表彰式

４ 参考
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１．荒茶を販売する際の表示に関する照会（質問募集でいただいた質問）

お茶の農家が茶葉を収穫後、荒茶に加工して製茶会社
に容器包装に入れて販売する場合、この荒茶は加工食品
に該当するでしょうか。加工食品に該当する場合、業務
用加工食品の食品表示基準に従って、容器包装に必要な
表示事項はあるでしょうか。

茶葉を蒸して揉んだ後に乾燥させる等の工程を経て製造される荒茶は、加工食品に該当し
ます。荒茶は一般的には、そのまま消費者に販売される形態にはなっておらず、業務用加工
食品（※１）に該当しますので、食品表示基準第 10 条に規定されている表示事項を容器包
装、送り状、納品書等又は規格書等に表示する必要がありますが、このうち同基準別表第 23
に規定されている消費期限又は賞味期限等の一部の表示事項は、原則として容器包装に表示
しなければなりません。

食品表示基準第 2 条において、加工食品は、「製造又は加工された食品として別表第１に
掲げるものをいう。」と定義されており、「茶」は同表に掲げられていることから、荒茶は加
工食品に該当します。
食品関連事業者が業務用加工食品を販売する際には、同基準第 10 条に従って、名称、保

存の方法、消費期限又は賞味期限等の表示事項を容器包装、送り状、納品書等又は規格書等
に表示する必要があります（※２）。また、同基準第 13 条の規定により、同基準別表第 23
に掲げる事項（名称、保存の方法、消費期限又は賞味期限、アレルゲン等）は原則として容
器包装に表示することとされていますので、ご留意ください（送り状、納品書等又は規格書
等は、文書のみならず電子媒体であるものを含みます。）。
また、同基準第 11 条の規定により、その販売先において以下の①～③の用に供される場

合には、原材料名、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、原料原産地名、原産国名の表
示は要しません。
①設備を設けて飲食させる施設における飲食の用
②食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用
③不特定若しくは多数の者に対する譲渡（販売を除く。）の用
なお、容器包装に表示が必要な事項と送り状等に表示可能な事項の例については、下表を

Ｑ

解説

Ａ

  

～ 消費者庁の食品表示調査官に聞きました ～

隔月掲載コーナー

収穫

煎茶 荒茶
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ご参照ください。
表 業務用加工食品の表示事項の例

容器包装に表示が必要な事
項

送り状、納品書等及び規格書
等に表示が可能な事項

業務用加工食品を販売する
場合

名称、保存の方法、添加物、
消費期限又は賞味期限、製造
所又は加工所の所在地及び
製造者又は加工者の氏名又
は名称、アレルゲン等

原材料名、食品関連事業者の
氏名又は名称及び住所、原料
原産地名、原産国名

設備を設けて飲食させる施
設における飲食の用に供す
る場合、食品を製造し、若し
くは加工した場所における
販売の用に供する場合又は
不特定若しくは多数の者に
対する譲渡（販売を除く。）
の用に供する場合

名称、保存の方法、添加物、
消費期限又は賞味期限、製造
所又は加工所の所在地及び
製造者又は加工者の氏名又
は名称、アレルゲン等

※１ 業務用加工食品：加工食品のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のもの（一般
用加工食品としての表示が行われていないもの）をいいます。

※２ 容器包装に入れないで、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合等の
表示を要しない場合があります（同基準第 10 条第 1項参照）。

（食品表示基準第 10 条、11 条、13 条、食品表示基準Q&A（加工-303）参照）

２．遺伝子組換えに関する表示がない豆腐に関する照会

豆腐の原材料名欄に「大豆（アメリカ産）」と表示さ
れており、「遺伝子組換え」、「分別生産流通管理済み」、
「遺伝子組換えでない」等の遺伝子組換えに関する表
示が行われていない場合、どのような大豆が使用され
ていると考えたらよいでしょうか。

豆腐の原材料である大豆に遺伝子組換えに関する表示が行われていない場合は、遺伝子
組換え農産物が混入しないよう分別生産流通管理（※１）された大豆が、原材料として使用
されていることを表しています。

Ｑ

Ａ

名称：

原材料名：大豆（アメリカ産）

添加物：

内容量：

賞味期限：

保存方法：

製造者：
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遺伝子組換え食品の表示制度には、義務表示制度と任意表示制度があります。
遺伝子組換え農産物（※２）及びこれを原材料とする加工食品（食品表示基準別表第 17

に規定されているもの）にあっては、「遺伝子組換えである」旨又は「遺伝子組換え不分別
である」旨の表示を行うことが義務づけられています。このため、これらに該当しない場合
は、遺伝子組換えに関する表示を行う必要はありません（※３）。
こうした中で、上記による義務表示を行う必要がない対象農産物を原材料とする加工食

品については、一定の要件を遵守した上で、任意で「分別生産流通管理を行っている」旨又
は「遺伝子組換えでない」旨の表示を行うことができることとしています。

※１ 分別生産流通管理：遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各
段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理すること（その旨が書類により証明されたもの
に限る。）をいう。

※２ 対象農産物：組換え DNA 技術を用いて生産された農産物の属する作目である、大豆、とうも
ろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ及びからしなの 9種
類の農産物。

※３ 油やしょうゆ等、組み換えられたDNA及びこれによって生じたたんぱく質が加工工程で除去・
分解され、広く認められた最新の検出技術によってもその検出が不可能とされている加工食品
については、遺伝子組換えに関する表示義務はありません。

（食品表示基準第 2条、３条２項、食品表示Q&A（GM-1、ＧＭｰ 37、ＧＭ-39、GM-
40）参照）

３．小分け、温め直した食品の表示に関する照会

スーパーマーケット等の惣菜コーナー等でからあげ
を販売する場合において、からあげを仕入れて、バック
ヤード等で味付け（タレをかける）して販売する場合は、
インストア加工（※）による販売に該当するため、原料
原産地名の表示が不要だと思いますが、からあげをバッ
クヤード等で小分け、温め直して販売する場合において
も、原料原産地名の表示は不要でしょうか。

インストア加工による食品の販売は、食品表示基準第５条に規定されている「食品を製造
し、又は加工した場所で販売する場合」に該当するため、原料原産地名を含む一部の表示事
項の表示は要しません。一方、小分け、温め直しはインストア加工には該当しないため、原
料原産地名等を表示する必要があります。

解説

Ｑ

Ａ
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食品関連事業者が容器包装に入れられた一般用加工食品を販売する際（設備を設けて飲
食させる場合を除く。）には、食品表示基準第 3条及び第４条の規定により、名称、保存の
方法、消費期限又は賞味期限、原材料名、原料原産地名等を表示する必要があります。ただ
し、同基準第５条に規定されている義務表示の特例要件に該当する場合には、一部の表示事
項の表示は要しないこととされています。この要件の一つとして「食品を製造し、又は加工
した場所で販売する場合」が規定されており、インストア加工による販売は、この要件に該
当するため、同基準第３条及び第４条の規定にかかわらず、原材料名、内容量、原料原産地
名等を表示する必要はありません（ただし、添加物、アレルギー等は表示する必要がありま
すので、ご注意ください。）。
スーパーマーケット等のバックヤード等で調味する行為（塩味を付ける、しょう油をかけ

る、ごまをふる等）、調理する行為（煮る、焼く、揚げる等）等は、インストア加工に該当
しますが、仕入れ、切断、成形、解凍、小分け、再包装、温め直し等の行為については、イ
ンストア加工に該当しません。

※インストア加工：食品関連事業者が、容器包装された製品をスーパーマーケット等のバックヤード
等で調理（製造又は加工）すること。

（食品表示基準第３条第１項、第５条、第 41 条第 1 項、食品表示Q&A（総則-17、加工-
60、加工-190）参照）

解説
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消費者庁

アレルギー推奨表示に

「マカダミアナッツ」を追加、「まつたけ」を削除

今般、平成 年度、 年度、 年度及び令和 年度「食物アレルギーに関連する食品表示に

関する調査研究事業報告書」の内容を踏まえ、令和 年 月に開催された「第 回食物アレルギ

ー表示に関するアドバイザー会議」にて、「マカダミアナッツ」を特定原材料に準ずるものに追

加し、「まつたけ」を特定原材料に準ずるものから削除することが決議されました。

ついては、上記の特定原材料に準ずるものに関する改正に係る事項等について、下記の通知及

び が改正された旨が消費者庁から公表されましたのでお知らせします。

① 「食品表示基準について」（平成 年 月 日消食表第 号消費者庁次長通知）

② 「食品表示基準 ＆ 」（平成 年 月 日消食表第 号）

【特定原材料に準ずるもの】

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、

カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ご

ま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マ

カダミアナッツ、【削除】、もも、やまいも、り

んご、ゼラチン

【特定原材料に準ずるもの】

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、

カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ご

ま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、

【新設】、まつたけ、もも、やまいも、りんご、

ゼラチン

改正後 改正前

（Ｄ－ ）特定原材料に準ずるものの「マカダミアナッツ」の範囲を教えてください。

（答）

「マカダミアナッツ」は、日本標準商品分類において個別の殻果類として分類されておらず、

「他に分類されない殻果類」に該当します。

「マカダミアナッツ」はヤマモガシ科マカダミア属に属するもので、品種は主に、インテグリ

フォリア種、テトラフィラ種及びそのハイブリッド種があり、これらが対象となります。

また、マカダミアナッツオイル、マカダミアナッツミルク等もアレルゲンとなるので注意が必

要です。

※参考 「食品表示基準Ｑ＆Ａ」（平成 年３月）消費者庁 食品表示課より
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協会では、農林水産省の補助を受けて、以下の補助事業を行います。

応募条件等の詳細は、次ページ以降のチラシ※及び 協会ホームページをご参照ください。

※公募開始までに変更の可能性があります。

有機 認証取得等 に係る経費の補助有機事業者向け

⚫最大 補助 （新規事業者：上限 万円、継続事業者：上限 万円）

⚫対象経費：交付決定通知受領後に実施し、登録認証機関へ支払った有機 審査経費

⚫令和 年 月から始まった「有機 運用改善策」（以下、運用改善策）の調査に重点を置く。補助事業者は、導入前後

の作業時間等の負担削減効果の調査票への回答必須。よって、過去に導入経験があること又は補助申請の有機 実地

調査で導入する計画がある（登録認証機関に実施予定であることを確認）ことなどが要件。

⚫有機 実地調査の予定時期ごとに公募期間を設け、すべての申請者について加点審査にて採択審査をし、交付決定す

る。加点項目は、過去 年間に 協会が実施した有機補助事業の補助を受けておらず運用改善策のサンプリング調査

又はリモート調査を導入する計画があること、運用改善策の導入実績の多さなど。各公募回の予算の範囲内で、高得点者

から順に採択する。

⚫今回から、補助対象に有機藻類の審査費用を追加。

有機資材リストへの登録 に係る経費の補助
肥料等の

生産・販売者向け

⚫最大 補助 （上限 万円）

⚫対象経費：交付決定通知受領後に有機資材評価機関（※）へ支払った登録審査経費

※有機 適合資材リストに掲載されている有機資材評価機関は、（一社）有機ＪＡＳ資材評価協議会、（特非）日本有機

農業生産団体中央会、（株）ＡＣＣＩＳの 機関

⚫新たに有機 資材リストへの登録をする資材が対象であり、登録済み資材の変更等の費用は対象外。

⚫公募期間内の応募について、すべての申請者を対象に加点審査にて採択審査をし、交付決定する。加点項目は、登録予定
の資材の販売先を確保していること、登録申請の資材数の多さなど。予算の範囲内で、高得点者から順に採択する。

⚫申請に際して、有機資材評価機関からの審査経費の見積書が必要。あらかじめご準備を。

登録認証機関向け 申請のオンライン化 に係る経費の補助

⚫最大 補助 （上限 万円）

⚫補助対象経費：交付決定通知受領後に発生し、支払った有機 認証申請のオンライン化システムの開発費

用、運用に伴う初期費用、運用者に係る教育費

⚫令和 年度補正事業・有機オンライン化の方向性等検討結果に照らし開発を検討したシステムであり、新たに取り組む事

業（発注・契約等を含む）が対象。

⚫補助事業者は、令和 年 月末までにシステムをリリースし、 か月間利用・運用したうえで、令和 年 月末までに実

績報告書を提出できること。システム導入前後の変化等についての調査、他の登録認証機関の先例モデルとなるシステム

として事例紹介に協力できることなどが要件。

⚫公募期間内の応募について、すべての申請者を対象に加点審査にて採択審査をし、交付決定する。加点項目は、有機事業
者の負担軽減度合の大きさ、事業継続のための財政基盤の確かさなど。予算の範囲内で、高得点者から順に採択する。

協会の活動

有機 に関する３つの補助事業のご紹介
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準備中

2024.5 ◆ JASと食品表示　23



24　JASと食品表示 ◆ 2024.5



2024.5 ◆ JASと食品表示　25



26　JASと食品表示 ◆ 2024.5



 

有有機機４４規規格格のの改改正正概概要要ににつついいてて  

～登録認証機関向け説明会から～ 

今年 月 日に、 調査会において有機 規格 有機農産物、有機加工食品、有機畜産物、有

機飼料 の改正が承認されました。この春以降の公示が待たれるところですが、この稿では、 月

日・ 日に登録認証機関向けに開催された改正規格説明会の内容をもとに、主な改正内容につ

いて説明いたします。 注：本件は説明された内容に基づくもので、最終告示で若干の変更があり

得ます

規格改正の内容と公示スケジュール

．予定スケジュール

調査会の承認後、農林水産省で告示に向けて

の作業をおこなっているところですが、予定と

しては、 月中に公示を行い、 か月後の施行。

また、今回の規格改正には、一部これまでより

厳しくなる部分があるため、この部分について

は、 か月の経過措置を設ける旨の説明があり

ました。

今回の改正は の規格だけでなく、認証の

技術的基準、生産行程の検査方法、 マーク

の様式もあわせて変更になる旨説明されまし

た。

． 様式に体裁を変更：全規格対象

様式の記載

平成 年の有機農産物と有機農産物加工食

品の規格制定から 年になりますが、今まで

使い続けてきた第 条、第 条…といった記

載から、 適用範囲、 引用規格、 用語及び

定義…といった、 に基づく様式に

変更なります。これまで概ね四半世紀見慣れ

てきた書式から大幅な変更となります。一方、

の基準などに関わりのある方にとっては、

同じ様式になったことで、わかりやすくなる

と思います。

別表から付属書へ

別表も、付属書 、 という呼び名になり、

例えば、有機農産物の規格の別表 肥料、土

壌改良資材リスト は表 、別表 農薬リス

ト は表 というように変わります。これも、

使い慣れた別表 、別表 という用語から変

わり、最初は戸惑いそうです。

定義の充実

従前、規格本文に出てくる用語の最初にカッ

コ書きで ～をいう というように、定義されて

いたものも含めて 項の用語及び定義の欄に

記載するようになり、本文にカッコ書きの箇所

が減り、見え方がシンプルになります。

．有機農産物の改正 予定

一般の農産物 きのこ・スプラウト以外

本文に大きな変更はなく、資材の改廃が中

心となります。

きのこ

菌床栽培について、炭酸カルシウムや消石

どんとこい有機 
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灰等、使用可能な非有機由来の添加材が広が

ります。

堆肥栽培について、土壌において栽培され

る堆肥栽培きのこと、栽培ベッドに堆肥をお

いた施設栽培など土壌において栽培されない

堆肥栽培きのこで、要求される基準が変わり

ます。

スプラウト

種子殺菌のための次亜塩素酸水については、

に準拠して使用可能なものが拡大します。

培地については、容器と同様の扱いとし、天

然由来であることの制限を解除します。

農薬のリスト

追加された農薬としては、パイナップルの

開花誘発のためのエチレン、いもち病対策の

カスガマイシンがあります。

複数の許可成分を合わせた合剤については

これまでいくつかの資材が許可されていまし

たが、今回、その他の農薬を新設してまとめて

読むことになりました。

一方、登録の失効がされたものは削除、上記

成分の合剤はその他の農薬にまとめ、個別名

称は削除されます。

調製用等資材のリスト

電解水について、今までは、食塩水を原料と

し有隔膜装置で生成される電解水 強酸性次亜

塩素酸水 のみ許可され、食塩水を無隔膜装置

で生成される電解水 電解次亜水、次亜塩素酸

ナトリウム相当 及び食塩以外を原料とする電

解水 微酸性次亜塩素酸水 は認められていま

せんでしたが、これらすべて使用が認められる

ことになり、電解水の使用の幅が広がります。

現行規格の食塩水を有隔膜装置で電気分解し

たものは、 が強酸性で有機物が多く付着し

ているものなどに対してなかなか殺菌効果を

発揮しづらい状況にあるということで、有機に

おいても十分な衛生的配慮を行う必要がある

ことから、微酸性電解水、電解次亜水を加え、

様々な状況下で十分な殺菌ができるように、対

処するものです。尚、調製用等資材で使用可能

な次亜塩素酸水と、ほ場に散布する次亜塩素酸

水は、使用可能な電解水の基準が異なるので注

意が必要です。

．有機加工食品の改正 予定

有機藻類の追加

有機藻類を原料とした有機加工食品が可能

となります。これに付随し、有機藻類を原料と

する有機加工食品に必要な添加物も加えられ

ました 例：寒天の製造等

原料段階の調製用等資材の使用

加工食品の生鮮原料を受入れ、加工に使用

するまでの間は、引き続き農産物で認められ

る調製用等資材は認めらえることになりまし

た 例：バナナの加工会社が、加工前にエチレ

ンで追熟をするなど 。

別表 表 の改正

上記藻類に関する添加物のほか、乳酸、水酸

化ナトリウムについて用途拡大等の変更がさ

れます。

表示方法の改正

多くの原材料を使用する加工食品の場合、

すべての原材料に「有機」と記載することで、

スペースをとることから、「※」等を活用して、

まとめて有機原料であることを示す表示方法

が可能となりました。

有機藻類を使用した加工食品で、指定農林

物資と同じ名称を使用する場合 例：有機おに

ぎり 、これを指定農林物資でないことを示す

ことを記載する義務が加えられます 過去の

畜産物加工食品の表示と同じような趣旨 。
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．有機畜産物の改正 予定

粗飼料の定義の新設

粗飼料比率の計算にかかわる部分で、これま

で、生草、乾草、サイレージとしていたものを

新たに粗飼料の定義を作成し、一般概念の粗飼

料の内容にあわせ、これにより粗飼料比率を計

算するようにしました。

一部比率の改定

規模拡大の場合の条件の新設、酪農の乳牛の

更新の比率の変更がされます。

調製用等資材の追加

有機畜産物の認証範囲では生鮮のパック肉

まで格付する可能性があることから、鮮度保持

のための添加物として、加工食品でも認められ

ている窒素、酸素、二酸化炭素を追記しました。

．有機飼料の改正 予定

飼料の原料として、自らが管理・生産する有

機飼料用農産物を、有機飼料用農林産物とし、

竹や樹木に由来するものを飼料として認める

ようになりました。

技術的基準、検査方法、マークの様式の改正

．技術的基準・検査方法の改正

規格改正にあわせ、認証の技術的基準も改正

の予定です。

技術的基準は、改正案を新旧対照表の形では

示されませんでしたが、 ＆ の改正案をもと

に、技術的基準の変更予定箇所について説明が

ありました。

有機農産物の植物防疫法に基づく特別防除

について、技術的基準六「自分の責ではなく、

汚染が微量な場合の措置 認証ほ場としては維

持する 」と同じような措置をとることになり

ます。

また、植物防疫法に基づく緊急措置を行った

時点から 年間は格付ができないことは、これ

まで記載の生産行程の検査方法に記載されて

おり、これが適用される予定です。

． マークの様式の告示の改正

有機農産物・有機畜産物・有機加工食品の格

付の様式と、有機飼料の格付の様式は別々の告

示でしたが、これらを統合して、１つの告示に

なります。また、有機飼料については、縦 ㎜

以上であった高さの基準を食品と同じ ㎜以

上とするよう改正されます。これは、ペットフ

ードの小袋の表示などに対応できるようにす

るための改正となります。

． ＆ の改正

同時に改正予定の ＆ については、現段階

の案についてポイントの説明があり、以下の内

容が追記される予定です。

育苗時の禁止物質の飛来・流入

認証ほ場で自らの責でなく、混入が微量であ

ったときの措置は規定されていますが、育苗時

の同様の事態が発生したときの対応がこれま

でなかったので、追記される予定です。 やむ

認証機関向け説明会資料より
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を得ず慣行苗の使用が認められていることか

ら格付可能とする。

植物防疫法に基づく緊急防除

技術的基準及び生産行程の検査の方法の記

載内容を補足説明するとともに、緊急防除に該

当する法的根拠の条文が明示されます。

小分け業者、輸入業者の格付表示担当者

小分け業者及び輸入業者の格付表示担当者

にあっては、営業部門から実質的に独立した組

織及び権限を有することが求められています。

追記として、個人または小規模事業者で、明確

な独立ができない場合の、客観的な業務を行う

上での対応方法が記載される予定です。

  

下記の件について、官報に掲載されましたのでお知らせします。

なお、直近 日間分の官報は、独立行政法人国立印刷局が提供しているインターネット版「官報」

でご覧いただけます。（ ）

〔府 令〕

○ 食品表示基準の一部を改正する内閣府令（令

和 年 月 日内閣府令第 号）

〔告 示〕

○ 豆乳類の日本農林規格の一部を改正する件

（令和 年 月 日農林水産省告示第

号）

○ 豆乳類についての取扱業者の認証の技術的

基準の一部を改正する件（同第 号）

○ フードチェーン情報公表農産物の日本農林

規格の一部を改正する件（同第 号）

○ フードチェーン情報公表農産物の流通行程

についての検査方法の一部を改正する件（同

第 号）

○ フードチェーン情報公表農産物についての

流通行程管理者の認証の技術的基準の一部

を改正する件（同第 号）

○ 煮干魚類の日本農林規格の一部を改正する

件（令和 年 月 日農林水産省告示第

号）

○ 煮干魚類についての取扱業者の認証の技術

的基準の一部を改正する件（同第 号）

○ 合板の日本農林規格の一部を改正する件（令

和 年 月 日農林水産省告示第 号）

○ 合板の格付の表示の様式及び表示の方法の

一部を改正する件（同第 号）

○ 合板についての検査方法の一部を改正する

件（同第 号）

○ 合板についての取扱業者の認証の技術的基

準の一部を改正する件（同第 号）

官官 報報 情情 報報  
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（（環環境境再再生生型型農農業業））のの世世界界動動向向
公益社団法人 日本技術士会 登録 食品産業関連技術懇話会 会員

公益社団法人 日本技術士会 登録 技術士包装物流会 理事

公益社団法人 日本技術士会 登録 技術士生物工学部会 幹事

技術士（生物工学部門） 吉吉田田 存存方方

ははじじめめにに

国連の人口推計によれば、世界人口は

年に 億人に達し、 年には 億人に達す

ると予測されている 。世界の食料需要量は、

年には 年比 倍（ 億トン）

となると見込まれ、なかでも畜産物と穀物の増

加が大きい 。 の報告書によれば、地球上の

陸地面積約 億 のうち、農耕地面積は

億 （ ％）であり、さらに 億 増やすこ

とが可能で、その大部分はアフリカと南米にあ

るとしている 。しかし、残された土地の開発・

維持には莫大な投資が必要で、社会・環境への

負荷が大きく、農地面積の増加は容易ではない。

一方、既存の農耕地においても、現状の食糧生

産システムを継続する限り、土壌劣化や水質悪

化、土壌流亡、温室効果ガスの発生等、持続可

能性の観点で様々な問題が顕在化しており、今

後のさらなる増産は大変難しい。

このような課題認識の下、持続可能な農業生

産システムへの転換に向けた動きが世界各地

で起こっている。本稿では、欧・日・米におけ

る政策的な動向を踏まえ、各地でその意義が認

められ徐々に取り組みが拡大しつつある、

（環境再生型農業）

の動向について紹介する。

欧欧・・日日・・米米ににおおけけるる政政策策動動向向

）） 戦戦略略

は、全ての政策分野において気候と環境

に関する課題を機会に変えることで 経済

を持続可能なものに転換し、その移行を全て

の人々にとって公正かつ包摂的なものにする

ための行程表としての「欧州グリーン・ディ

ール（ ）」を 年に発

表した。欧州グリーン・ディールは、（ ）気

候中立（ 年の温室効果ガス（ ）実質

排出ゼロ） （ ）経済成長と資源利用の切り

離し（デカップリング） （ ）資源効率が高

く競争力のある経済の実現－を目標としてお

り、 戦略は、食料生産・食品産

業分野に関し、農家・企業・消費者・自然環

境が一体となり、共に公平で健康な食料シス

テムを構築する上での具体的な戦略を示した

もので、欧州グリーン・ディールの中核をな

す。

））みみどどりりのの食食料料シシスステテムム戦戦略略

農林水産省は、日本の食料・農林水産業に

おける生産基盤の脆弱化、地域コミュニティ

の衰退、新型コロナを契機とした生産・消費

の変化などの諸課題を踏まえ、 や環境を

業 界 の動 向
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重視する国内外の動きと平仄を合わせ、食

料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立

をイノベーションで実現する「みどりの食料

システム戦略」を策定した。また、本戦略を

実現するための法制度である「みどりの食料

システム法（※）」を 年 月に施行した。

※：環境と調和のとれた食料システムの確立

のための環境負荷低減事業活動の促進等

に関する法律

））

米国では、 や日本のような、包括的な政

策目標は示されていないが、農務省（ ）

が、国内の生産者が将来的な課題に直面して

も成功し続けるためのコミットメントとして、

アグリカルチャー・イノベーション・アジェ

ンダ（ ）を示している。これは、生産者が

これらの課題に対応するために必要なバイオ

テクノロジーなどの最新技術の恩恵を受けら

れるよう支援を図っていくもので、種々のプ

ログラムの提供や規制の枠組み変更等を進め

る。

米国農務省は、「 年までに米国農業の

環境フットプリントを半減させながら、米国

農業の生産量を ％増加させるという目標を

達成できるよう技術革新を刺激する」、として

いる。

これら 極の持続可能な農業に向けた政策

のポイントを表表 にまとめた。いずれも、単

に生産性を向上させるだけでなく、 の削

減や土壌の健全性向上といった環境面での課

題に力点が置かれていることがわかる。

表表 欧欧・・日日・・米米のの持持続続可可能能なな農農業業施施策策のの比比較較

みみどどりりのの食食料料シシスステテムム戦戦略略

目目的的 グリーン・ディールの中心

戦略

持続可能な食糧システム

の構築

生産性向上と持続性の両

立をイノベーションで実

現

の生産者に対する

コミットメント。農業イノ

ベーションの推進

主主要要なな 年までに

・化学合成農薬及び環境へ

のハイリスク農薬の

％削減

・化学肥料使用量 ％削

減

・畜産・養殖における抗生

物質使用量 ％削減

・有機農業の耕地面積割合

を ％（ 万 ）

にする

年までに

・ 実質排出ゼロ（気

候中立、欧州グリーン・

ディールとして）

年までに

・農林水産業の ゼロ

エミッション実現

・化学農薬使用量（リスク

換算） ％低減

・輸入原料や化石燃料原料

の化学肥料使用量 ％

低減

・有機農業の耕地面積割合

を ％（ 万 ）

にする

： 年までの中間目

標も設定

年までに

・農業生産量を 増加

・農業の環境フットプリン

トを半減
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民民間間のの取取組組

行政主導での政策に呼応する形で、民間で

の取り組みも行われている。欧州の （

） は、農

業に焦点を当てた生物多様性に関する企業連

合（ダノン、ネスレ、ユニリーバ、グーグル、

マイクロソフトなど合計 社。 年現在）

であり、破壊された生態系の回復や生物多様

性の保全に対し、サプライチェーン全体での

取り組みを推進している。具体的なアクショ

ンとして、下記を掲げる。

・環境再生型農業の拡大

・提供する商品を通じた生物多様性の保全

・森林破壊の終結、生態系の管理・回復・保

護の強化

参画企業も含めた、世界の主要な企業

における取り組みの概要を表表 にまとめた。

表表 主主要要なな企企業業にによよるる取取りり組組みみ状状況況

企企 業業 主主 なな 取取 りり 組組 みみ 内内容容

ダノン ・「ダノン再生農業スコアカード」と「ダノン環境ハンドブック」により再生の

ベストプラクティスを定義し、契約農家のための実施ガイダンスを作成

・ダノン・フランスは、 年までに国内で生産される原料の ％を環境

再生型農業から調達することを約束

・ 年、「ダノン再生農業ナレッジセンター」を開設。契約農家への環境再

生型農業への移行を資金面・教育面で支援

パタゴニア ・ 年～パタゴニア製品にオーガニックコットンのみの採用を決断

・食品部門パタゴニア・プロビジョンズを通じて、環境再生型農業を実践

・石けんメーカーのドクター・ブロナーやロデール研究所等と協同でリジェネラ

ティブ・オーガニック認証（ ）を開発

ゼネラル・ミル

ズ

・ 年までに 万エーカーの農地に環境再生型農業の展開を表明

・多くの科学機関と提携し、土壌の健全性と炭素隔離、水質と水流、昆虫と鳥類

の生物多様性、農場経済に対する環境再生型農業の影響について、農場レベル

での詳細な調査を実施

キリンホールデ

ィングス

・レインフォレスト・アライアンス と共同で「リジェネラティブ・ティー・ス

コアカード」を開発、「午後の紅茶」の紅茶葉の主な生産国であるスリランカ

の紅茶農園を対象に開発を開始し、 年にパイロットテストを実施予定

図図 環環境境再再生生型型農農業業のの 原原則則
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（（環環境境

再再生生型型農農業業））のの具具体体例例

））ゲゲイイブブ・・ブブララウウンン氏氏（（米米国国ノノーーススダダココタタ

州州のの農農家家））にによよるる取取組組

農業の第一人者として知ら

れ、“ ‘ｓ

”（邦訳「土

を育てる 自然をよみがえらせる土壌革命」）

の著者。同氏は、環境再生型農業に必要な

つの原則を示している（表表 、

ホームページに掲載の図図 と順序は異なるが

内容は一致）。

表表 環環境境再再生生型型農農業業のの 原原則則

原原 則則 内内 容容

①土をかき乱さない 機械的、物理的、化学的に攪乱しない。耕起により土壌団粒構造の破

壊、水分浸透度の低下、土壌生物の生育環境悪化をもたらす。大量の

化学肥料の投入や除草剤の散布も土壌構造と生態系の働きを破壊す

る。

②土を覆う 土壌表面をむき出しにしない。カバークロップにより表面を覆うこと

で土壌中の炭素量を増やし、土壌の温度変化を和らげ、風雨による土

壌流亡を防ぐ。

③多様性を高める 単一の作物を植えない。多様性によって植物の健康状態、機能、収量

は向上する。多様な植物からの根滲出物により土壌微生物が活性化さ

れ土壌の健全度が向上する。

④土の中に生きた根を保つ 年間を通し、土壌中にできるだけ長く生きた根を保つ。光合成産物が

根から滲出液として分泌されることにより、 菌根菌を中心とした

土壌微生物が活性化され、植物の生育に必要な無機塩類が供給される

（健全な根圏の形成）。

⑤動物を組み込む 動物を農地に入れる。動物が食むことで植物を刺激し光合成が活性化

され、さらに多くの炭素が地中に送り込まれることで土壌の健全性が

高まる。

⑥背景の原則 その土地にあった作物とカバークロップ、動物の組み合わせは地域の

環境や土壌によっても異なり、無数の組み合わせのなかから最適解を

見つけ出す必要がある。

つの原則はいずれも土壌を健全に保ち、

植物の根と微生物（特に菌根菌などの真菌）

との相互作用、すなわち、理想的な根圏環境

の構築と維持のために必要な要素であり、自

然界であたりまえに存在する生態系を農業生

産の場に再現するものであると言える。著者

は 年に義父より農場を引き継いで以降、

様々な試行錯誤を経てこれらの原則にたどり

着き、「ホリスティックな」土地管理に取り組

むことで土壌の健全性を高め・それを維持す

ることに成功し（土壌有機物含量や水分浸透

度といった物理・化学的指標においても顕著

な改善を確認）、経済的にも十分な成功を収め

るに至っている。約 の農地で約

頭の牛と約 頭の豚、約 頭の羊、約

千羽のニワトリを飼育しながら環境再生型農

業を実践しており、単位面積あたりの収益は

平均的な農家に比べて 割以上高い。
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これらの原則は極論すれば土さえあればど

こでも成り立つ。本書では著者の取り組みに

加え、他の多くの事例が紹介されている。

））「「ミミミミズズのの農農業業革革命命」」

著者の金子信博氏は森林生態学を専門とし、

ミミズをはじめとする土壌動物の生態を主に

研究してきたが、 年に福島大学に新設さ

れた農学系学部（食農学類）に異動し農業の

現場に関わるようになり、農業における土の

扱い方に「何かがが間違っている」との思い

を強くするようになった。本書では、著者ら

の独自の研究成果を踏まえ、その疑問に「ミ

ミズの目」を通して答えようとする内容とな

っている。

まず、そもそも土とは何か。土は岩石が風

化したものに生物が長い時間をかけて作用し

てできる。植物の根や微生物、土壌生物が土

というしくみを運営している。すなわち、生

き物がいなくなれば土は確実に「死ぬ」。一方、

農学における「よい土」とは栄養塩類や水分

が適度に供給された肥沃で水持ちと排水がよ

い土と考えられてきたため、人はその状態を

管理するために介入をし続けてきた。

農業において土を耕すこと、すなわち「耕

起」は基本である。しかし、ミミズをはじめ

とする土壌生物にとって、耕起は生活環境の

攪乱であり、実際、耕起された土壌にはミミ

ズはほとんどいない。過度な耕耘は土壌団粒

を破壊し、均一化されむき出しとなった土壌

は風雨にさらされ流亡につながる。これまで

の農業は一般に生物多様性を極力排除し、均

一な環境で単一の植物を栽培する営みであり、

システムとして極めて不安定な状況を作り出

す。トラクターと化学合成農薬、化学肥料に

よる介入が土壌に大きなストレスを与え多様

性の低下を生み出しているというわけだ。

ではどうすればよいのか。上記のような問

題意識も含め、循環型の農業を模索する動き

は世界中で広がりつつある。著者は、様々な

農法を従来の慣行農法、環境再生型農法、有

機農法、環境再生型有機農法の つに分類・

定義し、土壌劣化を防ぐためには除草剤を使

用しない不耕起栽培を基本とする「環境再生

型 有 機 農 法 （

）」を採用すべきだと主張する（表表

）。なお、前述のゲイブ・ブラウン氏の取り

組みは「環境再生型有機農法」に該当する。

表表 様様々々なな農農法法のの特特徴徴（（文文献献 をを基基にに作作成成））

慣慣行行農農法法 環環境境再再生生型型農農法法 有有機機農農法法 環環境境再再生生型型有有機機農農法法

目目的的・・特特徴徴 作物の育成を優

先

健全な土壌の維持

を目的とするが化

学的介入、組換え

作物も利用

健全な土壌の構

築・維持

堆肥などの自然素

材の使用

健全な土壌の構築・

維持

土壌への炭素固定

耕耕起起 不不耕耕起起 耕起 不耕起 耕起 不耕起

化化学学農農薬薬・・化化学学

肥肥料料のの使使用用
許容 許容 不使用 不使用

遺遺伝伝子子組組換換ええ

作作物物のの使使用用
許容 許容 不使用 不使用

例例 除草剤を使う不耕

起栽培（米）

不耕起草生栽培
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日本に合う環境再生型農業とはどういうも

のか、著者の所属する福島大学や「あだたら

食農 」 で研究者や生産者が一緒

になって試行錯誤を続けている。耕作放棄地

にカバークロップとしてのライ麦を播種し、

表面の雑草を処理するのみで耕起せず、ライ

麦が育ってきて穂が出始めたところでそれを

押し倒しながらダイズやトウモロコシなどの

種をまいていく。押し倒されたライ麦はもは

や立ち上がらずその場で枯れていわゆるマル

チとなりさらに土壌生物の餌にもなり雑草の

抑草効果も発揮する。初期は目的の作物の収

量は慣行栽培に比べて小さいが、土壌環境が

明らかに好転し、土壌炭素濃度（土壌有機物

の指標）が向上し、窒素やリンといった生元

素の比率も向上した。

今今後後のの展展望望

現在の農業が持続可能でないことに生産者

自身も少しずつ気づきはじめているのではな

いだろうか。本稿で取り上げた、環境再生型

農業への取り組みは、いずれも自然の原理、

すなわち本来あるべき生態系に適ったもので

あり、新規なアイディアでもなければ特段の

テクノロジーを必要とするものでもない。必

要なのは、見方を変えて失敗を恐れず実践し

ていくことではないだろうか。勇気ある先駆

者達の失敗と成功の事例も少しずつ蓄積しは

じめている。後は旗を振る行政の本気度と、

より具体的かつ現実的な支援に期待したい。

＜引用文献＞

国連人口統計：

年における世界の食料需給見通し（農林水産省）

The state of the world’s land and water resources for food and agriculture: Systems at breaking point 

：

（

）：

みどりの食料システム戦略トップページ（農林水産省）：

：

：

（ ホームページ）：

リジェネラティブ・オーガニックとは？（パタゴニア日本語ホームページ）：

（ ホームページ）：

キリンホールディングスニュースリリース：

日本語ホームページ：

ゲイブ・ブラウン「土を育てる 自然をよみがえらせる土壌革命」： 出版（ 年）

金子信博「ミミズの農業改革」：みすず書房（ 年）

あだたら食農 ホームページ：  
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① 制度について
農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部

食品製造課基準認証室 担当官

②食品表示について
宮城大学

名誉教授 池戸重信 氏

③品質管理概論
柴田 マネジメント㈱

代表取締役 柴田純男 氏

④確認テスト －

⑤食品の安全性
アース環境サービス㈱

学術部 次長 島﨑光臣 氏

⑥食品工場における

衛生管理

ジャパン・フードセイフティドクター㈱

代表取締役 池亀公和 氏

⑦品質管理活動の実際
（一財）日本食品検査 首都圏事業所

衛生検査部門 技術顧問 井上誠 氏

① 法及び

有機食品の検査認証制度

（独）農林水産消費安全技

術センター 担当者

②有機加工食品の日本農林規格及び

認証の技術的基準

（独）農林水産消費安全技

術センター 担当者

【Ａコース】

生産行程管理者・小分け業者

③各論：生産行程の管理又は把握の

方法及び格付の方法（外国格付表

示を含む）、小分けの方法及び格

付の表示の方法

【Ｂコース】

輸入業者

③各論：輸入品の受入れ・保管の方

法及び格付の表示の方法

（一社）日本オーガニック

検査員協会 丸山豊 氏

（一社）日本オーガニック

検査員協会 隈部順子 氏

ＪＡＳ講習会・セミナーのご案内

お申込み及び詳細は、ＪＡＳ協会ホームページをご覧ください。講義内容・講師は都合により変更となる場合がございます。

 食品製造業品質管理担当者等一般講習会

01
テストＷＥＢ

会 場 ２日間 資 格

修了書

●食品関係全品目に共通する品質管理等について、一般的な基礎知識

の習得を目的としています。

●多彩な講師陣による講義は、食品工場や流通関係者から好評です。

カリキュラム・講師 対象

・食品製造業で、

品質管理や JAS 格付業務の担当者

・社員教育にも利用可能

日程

第 1 回：5/21（火）-22（水） 東京 受付中

第 2 回：未定

第 3 回：未定

料金（非課税）

会 場：28,000 円～

ＷＥＢ：38,000 円～

お申込・詳細はこちら→

 有機加工食品ＪＡＳ講習会

02
テストＷＥＢ

会 場
Ａｺｰｽのみ

1 日間 資 格

修了書

●食品に有機表示をするためには、JAS の認証取得が必要です。

●有機食品の認証制度、有機加工食品の JAS、認証の技術的基準につ
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第 2 回：11/6（水） 東京 受付中
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料金（非課税）

会 場：12,000 円～

ＷＥＢ：17,000 円～

お申込・詳細はこちら→

…JAS 認証の技術的基準で義務付けられている資格要件を満たす講習会として、登録認証機関から指定されています。
本講習会を指定している登録認証は、JAS 協会ホームページでご確認いただけます。
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⑥食品工場における

衛生管理
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衛生検査部門 技術顧問 井上誠 氏

① 法及び
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（独）農林水産消費安全技
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③各論：生産行程の管理又は把握の

方法及び格付の方法（外国格付表

示を含む）、小分けの方法及び格
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輸入業者
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（一社）日本オーガニック

検査員協会 丸山豊 氏

（一社）日本オーガニック

検査員協会 隈部順子 氏
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 食品製造業品質管理担当者等一般講習会

01
テストＷＥＢ

会 場 ２日間 資 格

修了書

●食品関係全品目に共通する品質管理等について、一般的な基礎知識

の習得を目的としています。

●多彩な講師陣による講義は、食品工場や流通関係者から好評です。

カリキュラム・講師 対象

・食品製造業で、

品質管理や JAS 格付業務の担当者

・社員教育にも利用可能

日程

第 1 回：5/21（火）-22（水） 東京 受付中

第 2 回：未定

第 3 回：未定

料金（非課税）

会 場：28,000 円～

ＷＥＢ：38,000 円～

お申込・詳細はこちら→

 有機加工食品ＪＡＳ講習会

02
テストＷＥＢ

会 場
Ａｺｰｽのみ

1 日間 資 格

修了書

●食品に有機表示をするためには、JAS の認証取得が必要です。

●有機食品の認証制度、有機加工食品の JAS、認証の技術的基準につ

いて、基礎～実践的な内容まで分かりやすくご説明します。

カリキュラム・講師 対象

・生産行程管理者（有機加工食品のみ）、小分

け業者、輸入業者、外国格付表示業者

・JAS 認証の取得を検討中の方

・社員教育にも利用可能

日程

第 1 回：6/12（水） 東京 受付中

第 2 回：11/6（水） 東京 受付中

第 3 回：未定

料金（非課税）

会 場：12,000 円～

ＷＥＢ：17,000 円～

お申込・詳細はこちら→

…JAS 認証の技術的基準で義務付けられている資格要件を満たす講習会として、登録認証機関から指定されています。
本講習会を指定している登録認証は、JAS 協会ホームページでご確認いただけます。

資 格



①開会挨拶、オリエンテーション ―

②食品表示法の解説 講義

③一括表示項目に関する法律の根拠 講義・演習

④添加物、アレルギー物質、遺伝子組換え食品

の表示のポイント
講義・演習

⑤原材料欄作成のケーススタディ 講義・演習

⑥栄養成分表示と景品表示法について 講義・演習

⑦理解度テスト、質疑応答 テスト・質疑応答

①ヒューマンエラー対策の

理論と実践

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

人工知能研究センター

産総研人工知能連携研究室

副室長 中田亨 氏

②食品企業向け人権尊重の

取組の現状と今後の課題

農林水産省 大臣官房 新事業・食品産

業部 新事業・国際グループ

課長補佐 春日朱里 氏

③栄養成分表示制度をめぐ

る現状と課題

東京農業大学 総合研究所

参与・客員教授 石見佳子 氏

ＪＡＳ講習会・セミナーのご案内

 ＪＡＳ協会特別セミナー（予定）

04
テストＷＥＢ

会 場 半日間 資 格

修了書

●今、食品関係者に関心の高い話題について取り上げます。

●JAS 協会員と JAS 協力店は無料でご参加いただけます。

この機会にぜひご参加ください。

カリキュラム 対象

・JAS 協会会員（業界団体、食品企業）

・JAS 協力店（販売業者）

・一般の食品企業 等

日程

第 1 回：7/23（火） 東京 近日、受付開始

料金

会 場：無料又は 3,000 円～

ＷＥＢ：無料又は 2,000 円～

お申込み及び詳細は、ＪＡＳ協会ホームページをご覧ください。講義内容・講師は都合により変更となる場合がございます。

経験豊富な専門家である一般財団法人日本食品検査（JFIC）の講師が、

一貫してサポートします。

 演習で学ぶ食品表示セミナー

03
テストＷＥＢ

会 場 ２日間 資 格

修了書

●演習を通じて必要な知識を身に付ける少人数制セミナーです。

●実践的に表示の作成をすることができ、表示ルールの説明だけでは

物足りない方におすすめです。

カリキュラム・講師 対象

・表示の作成や点検に携わる方

・表示検定の受験を考えている方

・社員教育にも利用可能

日程

第 1 回：5/9（木）-10（金） 東京 受付中

第 2 回：未定

第 3 回：未定

第 4 回：未定

料金（税込）

一 般：49,200 円

会 員：46,700 円

※ハンディ版食品表示基準を

持参した場合、上記から書

籍購入費を差し引きます。

お申込・詳細はこちら→

詳細が決まりましたら、
詳しくご案内します

お申込・詳細はこちら→

①開会挨拶、オリエンテーション ―

②食品表示法の解説 講義

③一括表示項目に関する法律の根拠 講義・演習

④添加物、アレルギー物質、遺伝子組換え食品

の表示のポイント
講義・演習

⑤原材料欄作成のケーススタディ 講義・演習

⑥栄養成分表示と景品表示法について 講義・演習

⑦理解度テスト、質疑応答 テスト・質疑応答

①ヒューマンエラー対策の

理論と実践

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

人工知能研究センター

産総研人工知能連携研究室

副室長 中田亨 氏

②食品企業向け人権尊重の

取組の現状と今後の課題

農林水産省 大臣官房 新事業・食品産

業部 新事業・国際グループ

課長補佐 春日朱里 氏

③栄養成分表示制度をめぐ

る現状と課題

東京農業大学 総合研究所

参与・客員教授 石見佳子 氏

ＪＡＳ講習会・セミナーのご案内

 ＪＡＳ協会特別セミナー（予定）

04
テストＷＥＢ

会 場 半日間 資 格

修了書

●今、食品関係者に関心の高い話題について取り上げます。

●JAS 協会員と JAS 協力店は無料でご参加いただけます。

この機会にぜひご参加ください。

カリキュラム 対象

・JAS 協会会員（業界団体、食品企業）

・JAS 協力店（販売業者）

・一般の食品企業 等

日程

第 1 回：7/23（火） 東京 近日、受付開始

料金

会 場：無料又は 3,000 円～

ＷＥＢ：無料又は 2,000 円～

お申込み及び詳細は、ＪＡＳ協会ホームページをご覧ください。講義内容・講師は都合により変更となる場合がございます。

経験豊富な専門家である一般財団法人日本食品検査（JFIC）の講師が、

一貫してサポートします。

 演習で学ぶ食品表示セミナー

03
テストＷＥＢ

会 場 ２日間 資 格

修了書

●演習を通じて必要な知識を身に付ける少人数制セミナーです。

●実践的に表示の作成をすることができ、表示ルールの説明だけでは

物足りない方におすすめです。

カリキュラム・講師 対象

・表示の作成や点検に携わる方

・表示検定の受験を考えている方

・社員教育にも利用可能

日程

第 1 回：5/9（木）-10（金） 東京 受付中

第 2 回：未定

第 3 回：未定

第 4 回：未定

料金（税込）

一 般：49,200 円

会 員：46,700 円

※ハンディ版食品表示基準を

持参した場合、上記から書

籍購入費を差し引きます。

お申込・詳細はこちら→

詳細が決まりましたら、
詳しくご案内します

お申込・詳細はこちら→

① 制度について
農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部

食品製造課基準認証室 担当官

②食品表示について
宮城大学

名誉教授 池戸重信 氏

③品質管理概論
柴田 マネジメント㈱

代表取締役 柴田純男 氏

④確認テスト －

⑤食品の安全性
アース環境サービス㈱

学術部 次長 島﨑光臣 氏

⑥食品工場における

衛生管理

ジャパン・フードセイフティドクター㈱

代表取締役 池亀公和 氏

⑦品質管理活動の実際
（一財）日本食品検査 首都圏事業所

衛生検査部門 技術顧問 井上誠 氏

① 法及び

有機食品の検査認証制度

（独）農林水産消費安全技

術センター 担当者

②有機加工食品の日本農林規格及び

認証の技術的基準

（独）農林水産消費安全技

術センター 担当者

【Ａコース】

生産行程管理者・小分け業者

③各論：生産行程の管理又は把握の

方法及び格付の方法（外国格付表

示を含む）、小分けの方法及び格

付の表示の方法

【Ｂコース】

輸入業者

③各論：輸入品の受入れ・保管の方

法及び格付の表示の方法

（一社）日本オーガニック

検査員協会 丸山豊 氏

（一社）日本オーガニック

検査員協会 隈部順子 氏

ＪＡＳ講習会・セミナーのご案内

お申込み及び詳細は、ＪＡＳ協会ホームページをご覧ください。講義内容・講師は都合により変更となる場合がございます。

 食品製造業品質管理担当者等一般講習会

01
テストＷＥＢ

会 場 ２日間 資 格

修了書

●食品関係全品目に共通する品質管理等について、一般的な基礎知識

の習得を目的としています。

●多彩な講師陣による講義は、食品工場や流通関係者から好評です。

カリキュラム・講師 対象

・食品製造業で、

品質管理や JAS 格付業務の担当者

・社員教育にも利用可能

日程

第 1 回：5/21（火）-22（水） 東京 受付中

第 2 回：未定

第 3 回：未定

料金（非課税）

会 場：28,000 円～

ＷＥＢ：38,000 円～

お申込・詳細はこちら→

 有機加工食品ＪＡＳ講習会

02
テストＷＥＢ

会 場
Ａｺｰｽのみ

1 日間 資 格

修了書

●食品に有機表示をするためには、JAS の認証取得が必要です。

●有機食品の認証制度、有機加工食品の JAS、認証の技術的基準につ

いて、基礎～実践的な内容まで分かりやすくご説明します。

カリキュラム・講師 対象

・生産行程管理者（有機加工食品のみ）、小分

け業者、輸入業者、外国格付表示業者

・JAS 認証の取得を検討中の方

・社員教育にも利用可能

日程

第 1 回：6/12（水） 東京 受付中

第 2 回：11/6（水） 東京 受付中

第 3 回：未定

料金（非課税）

会 場：12,000 円～

ＷＥＢ：17,000 円～

お申込・詳細はこちら→

…JAS 認証の技術的基準で義務付けられている資格要件を満たす講習会として、登録認証機関から指定されています。
本講習会を指定している登録認証は、JAS 協会ホームページでご確認いただけます。

資 格





一般社団法人 日本農林規格協会（JAS協会）
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Tel.（03）3249-7120　Fax.（03）3249-9388
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一般社団法人 日本精米検査認証協会 
　　　　　代表理事会長　飯野 輝明 氏（右）

一般社団法人 日本精米工業会 
　　　　　常務理事　武田 法久 氏（左）


